５　弁済の効果
（１）債権の消滅
　(a)基本的効果
　　弁済により債権消滅→履行請求できなくなる
　　　　　　　　　　　→保証債務も消滅
　　　　　　　　　　　→抵当権も消滅
(b)弁済の充当
（ⅰ）意義
　　一部弁済の割り当て問題。
　　原則は当事者間合意だが、合意のない場合には法定充当と指定充当が行われる（４８８条、４９１条）。
（弁済の充当の指定）
第四百八十八条　債務者が同一の債権者に対して同種の給付を目的とする数個の債務を負担する場合において、弁済として提供した給付がすべての債務を消滅させるのに足りないときは、弁済をする者は、給付の時に、その弁済を充当すべき債務を指定することができる。
（←給付時にどの債務に充当するか指定できる）
２　弁済をする者が前項の規定による指定をしないときは、弁済を受領する者は、その受領の時に、その弁済を充当すべき債務を指定することができる。ただし、弁済をする者がその充当に対して直ちに異議を述べたときは、この限りでない。
（←ただしただちに異議を申し立てられる。異議のあった場合は法定充当による）
３　前二項の場合における弁済の充当の指定は、相手方に対する意思表示によってする。
（法定充当）
第四百八十九条　弁済をする者及び弁済を受領する者がいずれも前条の規定による弁済の充当の指定をしないときは、次の各号の定めるところに従い、その弁済を充当する。
　一　債務の中に弁済期にあるものと弁済期にないものとがあるときは、弁済期にあるものに先に充当する。
（←「弁済期にあるもの」には、履行遅滞のものは含まれない）
　二　すべての債務が弁済期にあるとき、又は弁済期にないときは、債務者のために弁済の利益が多いものに先に充当する。
（←「弁済の利益の多いもの」について、一律の基準で定まらない場合は利息や担保などを総合的に考慮して決める）
　三　債務者のために弁済の利益が相等しいときは、弁済期が先に到来したもの又は先に到来すべきものに先に充当する。
　四　前二号に掲げる事項が相等しい債務の弁済は、各債務の額に応じて充当する。
２　第四百八十九条の規定は、前項の場合について準用する。
第四百九十一条　債務者が一個又は数個の債務について元本のほか利息及び費用を支払うべき場合において、弁済をする者がその債務の全部を消滅させるのに足りない給付をしたときは、これを順次に費用、利息及び元本に充当しなければならない。

（ⅱ）費用・利息・元本
　・数個の債務がある場合にも「費用・利息・元本」の順に妥当する。
　・一方当事者による指定はできない
　・利息は債権者の普通の収入なので保護＝債権者保護規定としての性質
　（ⅲ）数個の元本間相当（利息相互間、費用相互間）
　　４８８条、４８９条、４９１条２項により規律。
まとめると、
ルール①当事者の合意による充当（４８８条）
　　 ルール②債権者の利益保護（４９１条１項）
費用（立て替え）→利息（債権者の通常の信頼）→元本（法定充当）
　　 ルール③債務者の利益保護（４８８条）
　　　　　　指定充当
　　 ルール④債務者の利益保護（４８９条３号）
　　　　　　法定充当。　利率の高いもの・担保付のものを先に払う
＊以上の原則は競売・過払い金返還訴訟等において問題になる。
過払い金返還訴訟においては、法定利息の制限をオーバーするものは残存元本に充てられる。さらにまだ過払い金のある場合には、４８９条・４９１条により他債務の残存元本に充当される。（利息→元本→他の債務）
不動産競売においては、被担保債権の全額を消滅させられない場合、画一的処理の要請から法定充当が特約に優越する。
　　　
　　　（２）弁済の証明のための弁済者の権利
　　　　　二つの権利がある。
　　　　(a)受取証書交付請求権（４８６条）
　　　　　要は領収書。債務者が２重払いを請求されることを回避する目的で、弁済と同時履行の関係にある。
　　　　(b)債権証書返還請求権（４８７条）
　　　　　契約時の債権証書を取り返すことができる権利。趣旨は(a)と同じであるが、弁済と同時履行の関係には立たない。債権者が紛失した場合などに支払いを拒めるのは妥当でないからである。
　　　　　（受取証書の交付請求）
第四百八十六条　弁済をした者は、弁済を受領した者に対して受取証書の交付を請求することができる。

（債権証書の返還請求）
第四百八十七条　債権に関する証書がある場合において、弁済をした者が全部の弁済をしたときは、その証書の返還を請求することができる。
　　　（３）弁済による代位
　　　　
図９－１０　【求償・代位のパターン】
（任意代位）
第四百九十九条　債務者のために弁済をした者は、その弁済と同時に債権者の承諾を得て、債権者に代位することができる。
２　第四百六十七条の規定は、前項の場合について準用する。

（法定代位）
第五百条　弁済をするについて正当な利益を有する者は、弁済によって当然に債権者に代位する。
　　　　　②６５０条１項　受任者による費用等の償還請求
７０２条１項　事務管理
などの場合。なお、贈与の場合には求償権は発生しない。
　　　　　③ＡがＳの保証人だった場合など、一定の要件のもとでＡがＧの地位についた場合。原債権fと求償権の二つの債権を持つ。
　　　　　⑤原債権fを代位できず、求償権のみの場合。Ａが債務者の無資力リスクを負担することになり、債権回収できない恐れがある。
　　　　　図９－１１【人的担保・物的担保の類型】
　　　　　①の場合には保証人自身が債務を負う。
　　　　　逆に③のように第３者が物的担保を保証する場合、物上保証人自身は担保物件限りの責任を負い、保証債務を負わない。
　　　　　
　　　　　＊第３者弁済（４７４条）と弁済による代位（４９９条、５００条）の相違
　　　　　（第三者の弁済）
第四百七十四条　債務の弁済は、第三者もすることができる。ただし、その債務の性質がこれを許さないとき、又は当事者が反対の意思を表示したときは、この限りでない。
２　利害関係を有しない第三者は、債務者の意思に反して弁済をすることができない。
　　　　　●弁済による代位には条文上の要件として、
・①債権者の承諾　または②正当な利益
・求償権の存在
が必要である。（要件については後述）
●弁済をした「第三者」（＝物上保証人、第三取得者、後順位担保権者など）
だけでなく弁済をした共同債務者（＝連帯保証人、保証人など）も代位は生じうる。
＊信用保証協会と代位
中小企業の融資時の信用保証をする協会が求償の手立てにつき約款で詳しく規定していることと公正な処理の要請から、判例が急増している。
 (a)意義
　　　　　ある債権につき第３者または共同債務者が弁済→求償権が発生
　　　　　しかし、この権利は債権的であり弁済者の保護としては不十分。
　　　　　そこで弁済による代位という制度（５０１条）が必要となる。
　　　　　弁済者の保護という趣旨のみならず、第３者による弁済制度を促進するという観点からは債権者・債務者にとってもプラスとなる制度である。
　　　　　(b)要件
　　　　　（ⅰ）４９９条・５００条に共通の要件
　　　　　　α弁済等による債権者の満足　
　　　　　　弁済には代物弁済・供託・共同債務者の相殺・混同および不可抗力的に（抵当権の実行など）所有権を喪失した場合を含む。
　　　　　　β求償権の存在
　　　　　　前述（図９－１０①）の通り、委任・事務管理による費用償還請求権が原則である。弁済者の地位に応じて、条文により個別に求償権が規定されている。
　　　　　　＊求償権の発生しない例として、弁済者が債務者に贈与する意思で弁済した場合債務者から担保不動産を買い受けたものが売り主の被担保債務の履行を引受け、弁済した場合がある。
　　　　　（ⅱ）形態ごとの要件
　　　　　　α任意代位（４９９条）
　　　　　　　①指名債権譲渡と同様の対抗要件
＊債権者の承諾
　　　　　　　＊債務者以外の第３者に対しては確定日付ある債権者の通知または債務者の承諾
　　　　　　　②弁済と同時に債権者の承諾を得ること
　　　　　　β法定代位（５００条）
　　　　　　　図９－１２
●当然に＝債権者の承諾も対抗要件も不要
●「正当な利益」の類型
　　　　　　　①弁済をしないと債権者から執行を受ける地位にあるもの
　　　　　　　保証人、物上保証人、第３取得者、連帯債務者
　　　　　　　（←債務者が弁済しないと自分の財産に対し強制執行や担保権の実行がなされることになる）
②弁済をしないと債務者に対する自分の権利が価値を失う地位にあるもの
　　　　　　　判例で認められたものとして、後順位抵当権者（担保物の換価時期を選ぶ利益）、一般債権者（債務者の財産状況の好転を待つ利益）、抵当不動産の賃借人（抵当権実行による賃借権消滅会費の利益）
　　　　　　　
　　　　　　　５０００万円の担保価値のある土地に債権者が３０００万円、後順位担保権者が２０００万円設定していた場合、担保価値が下落すれば後順位担保権者は害されるので、下落を予期して債権者に弁済することが可能である。
　　　　　(c)効果
　　　　　（ⅰ）基本的効果―債権および担保権の移転
　　　　　　　α法律構成
　　　　　　　求償権の範囲内で「債権の効力および担保としてその債権者が有していた一切の権利を行使することができる」。判例通説はこの根拠を代位弁済者による債務者に対する求償権の確保のための債権移転とする。
　　　　　　　＊判例「弁済による代位の制度は代位弁済者が債務者に対して取得する求償権を確保するために法の規定により弁済により消滅すべきはずの債権者の債務者に対する債権およびその担保権を行使することを認める制度」
　　　　　　　β原債権と求償権の関係
　　　　　　　（ア）別債権性の具体的内容
　　　　　　　　
　　　　　　　図９－１５　原債権と求償権との別異債権性から元本額、弁済期、利息・遅延損害金の有無・割合なども異なり、原債権と求償権には大小が生じうる。（４５９条２項、４４２条２項）
　　　　　　　（連帯債務者間の求償権）
第四百四十二条　連帯債務者の一人が弁済をし、その他自己の財産をもって共同の免責を得たときは、その連帯債務者は、他の連帯債務者に対し、各自の負担部分について求償権を有する。
２　前項の規定による求償は、弁済その他免責があった日以後の法定利息及び避けることができなかった費用その他の損害の賠償を包含する。（委託を受けた保証人の求償権）
第四百五十九条　保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、過失なく債権者に弁済をすべき旨の裁判の言渡しを受け、又は主たる債務者に代わって弁済をし、その他自己の財産をもって債務を消滅させるべき行為をしたときは、その保証人は、主たる債務者に対して求償権を有する。
２　第四百四十二条第二項の規定は、前項の場合について準用する。
　　　　　　　（例①）原債権＜求償権：求償権の範囲内で代位
　　　　　　　（例②）原債権＞求償権：原債権の範囲内で代位
　　　　　　　（イ）求償権確保目的性
　　　　　　　　要件で触れたように、求償権が存在しなければ代位は生じない。また、求償権の存在およびその債権額と離れて独立に行使することはできない。
　　　　　（ⅱ）代位者と債務者との関係
　　　　　　　図９－１４、図９－１６
　　　　　　　・「移転した原債権は求償権に対し付従的な性質を有するので、・・・存在および債権額から離れて独立して行使することはできない」
・債権の効力および担保としてその債権者が有していた一切の権利＝
　　　　　　　履行請求権、損害賠償請求権、債権者代位権、詐害行為取消権　
　　　　　　　を行使することが出来る
　　　　　（ⅲ）法定代位者相互間の関係
　　　　　　β第３取得者がいない場合
　　　　　　　①保証人のみ複数―頭数で割る←公平の観点・求償制度と代位制度の関係と他の場合との統一的理解のため
　　　　　　　②物上保証人のみ複数―財産の価格で配分（５０１条４号）
　　
　　　　　　　図９－１７
　　　　　　　③図１：保証人と物上保証人が一人ずついる場合―人数で等分
　　　　　　　　図２：保証人のほかに物上保証人が複数いる場合―
　　　　　　　　　　　保証人対物上保証人は人数配分。物上保証人内部では価格に応じた配分を行う。
　　　　　　　④図３：保証人と物上保証人を兼ねる人がいる場合―
　　　　　　　　　　　学説の対立があるが、保証人の一人として③図２の公式に載せるのが通説である。学説の対立については教科書p341参照（物上保証人として数える一人説、保証人として数える一人説【通説】、保証人兼物上保証人として数える一人説、二人説がある）。
　　　　　　γ第３取得者がいる場合
　　　　　　　保証人は第三取得者に対し全額代位できるが（５０１条１号）、第三取得者　　は保証人に対して代位できない（５０１条２号）不動産登記により、担保がついていることを第三取得者は知っているからである。
　　　　　　　なお、「あらかじめ」の意義は保証人の弁済後、第三取得者が登記するより前である（図９－１８）。保証人は弁済後の付記登記が可能であるので、これを怠らないようにという政策的な規定である。ただし、代位の移転の生じない弁済前に登記する必要はない。
　　　　　　　（弁済による代位の効果）
第五百一条　前二条の規定により債権者に代位した者は、自己の権利に基づいて求償をすることができる範囲内において、債権の効力及び担保としてその債権者が有していた一切の権利を行使することができる。この場合においては、次の各号の定めるところに従わなければならない。
　一　保証人は、あらかじめ先取特権、不動産質権又は抵当権の登記にその代位を付記しなければ、その先取特権、不動産質権又は抵当権の目的である不動産の第三取得者に対して債権者に代位することができない。
　二　第三取得者は、保証人に対して債権者に代位しない。
　三　第三取得者の一人は、各不動産の価格に応じて、他の第三取得者に対して債権者に代位する。
　四　物上保証人の一人は、各財産の価格に応じて、他の物上保証人に対して債権者に代位する。
　五　保証人と物上保証人との間においては、その数に応じて、債権者に代位する。ただし、物上保証人が数人あるときは、保証人の負担部分を除いた残額について、各財産の価格に応じて、債権者に代位する。
　六　前号の場合において、その財産が不動産であるときは、第一号の規定を準用する。
　　　　　（ⅳ）代位者と債権者の関係
　　　　　　α代位弁済をしたものの保護
　　　　　　（ア）全部代位：債務を全部弁済し債権者に代位するものと債権者との関係を考える。代位弁済によって全部の弁済を受けた債権者は、債権に関する証書および自己の占有する担保物を代位者に交付しなければならない。（５０３条１項）
　　　　　　　←債権者はもはや不要なものを代位者に引き渡すべき。弁済者の権利行使に必要だから。
　　　　　　（イ）一部代位：「その弁済した価額に応じて債権者とともにその権利を行使する」（５０２条１項）
　　　　　　　←本来一部弁済は断れるが、少しでも回収したいと思うと考えた際に一部のみの代位を認めるもの。
　　　　　　　（一部弁済による代位）
第五百二条　債権の一部について代位弁済があったときは、代位者は、その弁済をした価額に応じて、債権者とともにその権利を行使する。
２　前項の場合において、債務の不履行による契約の解除は、債権者のみがすることができる。この場合においては、代位者に対し、その弁済をした価額及びその利息を償還しなければならない。

（債権者による債権証書の交付等）
第五百三条　代位弁済によって全部の弁済を受けた債権者は、債権に関する証書及び自己の占有する担保物を代位者に交付しなければならない。
２　債権の一部について代位弁済があった場合には、債権者は、債権に関する証書にその代位を記入し、かつ、自己の占有する担保物の保存を代位者に監督させなければならない。
　　　　　　５０２条「債権者とともにその権利を行使する」ことの意義について　
　　　　　　図９－１９
　　　　　　Ｑ.担保権の実行をできるのはだれか
　　　　　　Ａ.（判例）債権者も代位者も可能（判例Ⅱ【４０】）
　　　　　　　  (通説)債権者に限る＊代位者は債権者と共同で実行
　　　　　　　　　　　←代位者の単独実行を認めると債権者が換価時期を選択する利益を奪われる恐れがあるため。代位権の目的は求償権の確保にとどまるところ、債権者を害してまでこれを認めるのは行き過ぎ。
　　　　　　Ｑ.配当は債権者と代位者どちらが優先するか
　　　　　　Ａ.（起草者）両者とも平等で代位者は弁済額に応じ案分比例
　　　　　　　  (学説)債権者優先
（判例)債権者優先←担保権実行により物上保証人に一部代位が生じた場合において
　　　　　　　　＊実務では特約が通例。
　　　　
　　　　　β債権者の担保保存義務
　　　　　図９－２０　
　　　　　（ア）意義
　　　　　　積極的評価＝不当な管理処分により他人の権利を害してはならないとの信義則上の要請による
　　　　　　消極的評価＝長期継続的な銀行との取引関係において合理的な要請である担保の差し替えや一部解除に個別の法定代位権者の同意を要することになり煩雑である。
　　　　　　第五百四条「債権者が故意または過失によりその担保を喪失し、または減少させた時は、その喪失または減少によって償還を受けることができなくなった限度において、その責任を免れる。」
　　　　　　
　　　　　　(イ) 要件
　　　　　　①主体：法定代位をすることのできるもの
　　　　　　②故意過失：法定代位の対象となる担保の喪失または減少についての故意過失。免責を生じる関係についてではないことに注意。
　　　　　　③担保：物的担保・人的担保の意味で、一般財産は含まない。
　　　　　　（ウ）効果
　　　　　　法定代位をなしうるものは「その責任を免れる」。
　　　　　　免責額の基準時は全部なら喪失時、一部なら残部の実行時。
　　　　　　図１　ＡのＧに対する責任を、Ａが求償を得られなくなった限度で免責するもの。Ｇが他人の権利を害することのないように＝信義則に基づく義務である。
　　　　　　＊Ｇが銀行、Ｓが取引先企業の場合、ＳからＧに担保の差しかえを申し込むのは合理的。実際はＧとＡの間で特約が結ばれることが多い。
　　　　　　図２　ＣにＧＡの間の特約の効果が及ぶか
　　　　　　　→及ぶ。ＣもＧに対し免責の効果を主張できない。
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